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第２次吉賀町空家等対策計画 

第１章 計画の概要 
（１）計画策定の背景及び目的 
近年の人口減少を伴う少子高齢化や核家族化の進展により、全国的に空家等が増加し、大きな社会

問題になっています。とりわけ、適正な管理がされず、放置されたままの空家等は、老朽化による屋

根や壁などの建築部材の落下や飛散、不法侵入や不法投棄、放火のおそれなど、防災、防犯、衛生、

景観等の面で周辺の住環境に悪影響を及ぼすものも生じてきています。都心への人口集中や過剰な住

宅供給、少子高齢化の進行等に伴い、今後もこのような空家等が増加していくものと予想されます。 

 このため、国では、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を

図り、あわせて空き家等の活用を促進することを目的として、平成２７年５月２６日に「空家等対策

の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）」を全面施行しました。

その中で、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握することが可能な立場にあ

る市町村が、地域の実情に応じた空家等の対策を総合的かつ計画的に推進する実施主体として位置づ

けられていることから、町では、令和３年６月に「吉賀町空家等対策計画」を策定し、空家等対策の

取り組みを進めてきました。 

 その後も、全国的に空家等の増加は続いており、空家対策の充実・強化が不可欠である状況等を踏

まえ、国では、令和５年１２月１３日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法

律」を施行しました。「所有者の責務強化」として、現行の「適正な管理の努力」に加え、国・自治体

の施策に協力する努力義務が追加されました。また、「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除

却等」などにより、空家等対策が総合的に強化されることとなりました。 

 こうした経緯を踏まえ、計画期間満了となる今年度（令和７年度）、計画の見直しを行い「第２次

吉賀町空家等対策計画」（以下、本計画という。）を策定しました。町民が安心で快適に暮らせる生活

環境を保全するため、空家等の適正な管理や有効活用を促進するとともに、空家等の発生を未然に防

止することを目的に、空家等に関する施策を推進していきます。 
 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、法第７条第１項に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、国

が定めた基本方針に則して策定するものです。 

 また、本計画は町の上位計画である「第２次吉賀町まちづくり計画」や関連計画である「第２期吉

賀町総合戦略」、「吉賀町人口ビジョン」と連携を図りながら空家等対策に取り組みます。 

 
    

 
 

（３）対象地区 

本計画の対象地区は、吉賀町内全域とします。 
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（４）対象とする空家等の種類 

法に定める「空家等」、「特定空家等」及び「管理不全空家等」とします。 

 

 

 
 
（５）計画期間 

本計画の期間は、令和８年４月から令和１３年３月までの５年間とします。 

ただし、社会経済状況の変化や、国及び県の動向、吉賀町の上位関連計画等を踏まえ、必要に応じ

て見直し等を行います。 

 

第２章 空家の現状及び課題 
（１）空家等の現状 
①全国の現状 

総務省が５年ごとに実施している「住宅・土地統計調査（平成５年以前は住宅統計調査）」では、

令和５年の空家数は全国で９００万戸、空家率１３.８％と過去最高となりました。また、昭和４８

年の調査から５０年間で、総住宅数は２倍以上になったことに対して、空家数は５倍以上になり、空

家率も２.５倍以上になっています。 

住宅・土地統計調査では、空家は「居住世帯のない住宅」に分類され、さらに「賃貸・売却用及び

二次的住宅を除く空家」、「賃貸用の空家」、「売却用の空家」、「二次的住宅（別荘等）」の４つに分類

されます。 

 空家全体に占める「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空家」の割合は、平成１０年の調査以降増

加しており、令和５年調査では約３８５万戸、空家全体に占める割合は４割（約４２.８％）を超え

ています。 

    

3,106 

3,545 

3,861 

4,201 

4,583 

5,025 

5,390 

5,759 

6,063 
6,241 

6,502 

172 268 330 394 448 
576 659 757 820 849 900 

5.5

7.6

8.6
9.4

9.8

11.5
12.2

13.1
13.5 13.6 13.8

0

5

10

15

20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5

（％）（万戸）
全国の総住宅数、空家数及び空家率の推移

総住宅数 空家数 空家率



- 3 - 
 

   

 

②島根県の現状 

島根県における令和５年の総住宅数は３２０，３００戸となっており、平成３０年と比較すると

６，０００戸（１.９％）増加しています。 

また、空家数では５４，６００戸と、平成３０年と比べると６，９００戸（１４.５％）増加して

おり、空家率は１７.０％で平成３０年と比較すると１.８％増加していますが、全国の空家率（１

３.８％）と比較すると３.２％上回っています。 

        

 

③吉賀町の現状 

町では、令和７年１０月から１１月の期間において空家等実態調査を実施し、４７８戸を空家等と

判定しました。令和２年に実施した実態調査おける空家数（３６２戸）と比較して、１１６戸（３２.

０％）増加しました。 

S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5

二次的住宅（別荘等） 14 22 30 37 42 50 41 41 38 38

売却用の空家 30 35 31 29 33

賃貸用の空家 157 183 234 262 352 367 413 429 433 443

賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空家 98 125 131 149 182 212 268 318 349 385
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地区別にみると、空家の多い地区順に、六日市（１２５戸）、七日市（１２３戸）、蔵木（９２戸）、

朝倉（７５戸）、柿木（６３戸）となっており、状態（不良度）判定別にみると、管理に問題がない良

好な空家（Ａ判定）は２１６戸で、空家全体の４５.２％であり、現在は危険度が低いものの部分的

に危険な損傷が認められる空家（Ｂ・Ｃ判定）は２２１戸で、４６.２％となっています。管理不全

で危険度の高い空家（Ｄ判定）は４１戸で、空家全体の約８.６％でした。 

 

【状態(不良度)判定基準】 
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Ｃ 著しい破損又は、複数箇所に破損があり、修繕が必要(中～大) 

Ｄ 著しい破損又は、複数箇所に著しい破損があり、修繕や撤去等が必要 
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④吉賀町の補助事業の現状  

・空家活用集落担い手確保事業 

【補助金交付の目的等】 

空家を有効活用し、定住促進による集落の活性化を図ることを目的として、空家情報バン

ク制度の規定により登録された家屋の改修に要する経費の一部を交付 

【交付限度額】 

７５万円 

 

・家財等処分推進事業 

【補助金交付の目的等】 

空家の有効活用や定住促進を図るため、空家情報バンク制度への登録を推進することを目

的とし、吉賀町内に空家を所有している者に対して、空家の家財等の処分に要する経費の一

部を交付 

【交付限度額】 

１０万円 
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   ・老朽危険空家除却支援事業 

【補助金交付の目的等】 

老朽化等による倒壊等の危険性の高い老朽危険空家の除却を促進することにより、町民

の生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空家の除却を行う者に対して除却に

要する費用の一部を交付 

【交付限度額】 

１２０万円 

      
   

（２）空家等の課題 

空家等に関する課題は、空家等が放置されることで発生するものや所有者等に関するもの、空家等

が増えることで地域活力の低下や過疎化が生じるといった社会的問題など、多くのものがあります。 

 

①近隣への悪影響（倒壊や飛散等の危険・環境悪化など） 

空家等が放置されると、倒壊事故や建築材の飛散事故が発生する危険性があります。また、空家等

敷地内の草木の繁茂により、隣地や道路への草木の越境、敷地内へのごみの不法投棄など、近隣の環

境悪化を招く原因となります。 

②地域全体への悪影響（防災・防犯上の危険・景観悪化など） 

放火や不審者の侵入、不法滞在など空家等が犯罪の温床となるおそれがあります。また、破損や腐

食を著しく生じている空家等は、良好な景観を害するなど、地域全体へ悪影響を及ぼします。 

③所有者等の管理意識の欠如 

空家等を放置することに対する問題意識や危機意識が低い人や、遠方に所在していたり相続して所

有したものだったりと、所有者や管理者としての問題意識や危機意識のない人がいます。 

④空家等の増加に伴う地域活力の低下と、さらなる悪循環（過疎化・空洞化）の懸念 

人口が減少し空家等が増加すると、地域コミュニティが希薄化するとともに、景観も悪化していく

ため、まちとしての魅力も低下していきます。このような場合、さらなる人口減少が起こり過疎化に

繋がるおそれがあります。 

⑤空家等の増加にあわせて住民からの意見・苦情等の件数の増加、問題の顕在化 

空家等の状況はそれぞれ異なり、空家等を所有・管理している人の状況もまた異なります。空家等

の増加に伴い、多くの意見や苦情が寄せられ、防災面、防犯面、環境面、衛生面など多種多様な問題

を抱えている状況が顕在化しています。 

⑥将来の人口減少が予測され、空家等のさらなる増加による問題点の拡大 

少子高齢化などにより、人口が減少すると人口に対して住宅数が過剰となり、空家等の戸数が増加

し問題が拡大する要因となります。 
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第３章 空家等対策の基本目標及び取組方針 
（１）基本目標 

適正な管理がされていない空家等が増加すると、防災・衛生・景観などの住環境に悪影響を及ぼ

し、地域コミュニティの活力の低下につながることが懸念されます。 

町は、地域の安全確保や生活環境、まちの景観などの保全を図るため、適切な管理を促進すると

ともに、空家等を減らすための積極的な利活用、老朽化した空家等を除却・改修することによる安

全確保といった様々な観点から、空家等対策を推進することを基本目標とします。 

 

（２）取組方針 

空家等は、法第５条において「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努めるものとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協

力するよう努めなければならない。」と規定されているように、憲法で規定する財産権や、民法で規

定する所有権に基づき、所有者自らが適切に管理することが原則です。 

しかしながら、経済的な事情や、遠方に居住しているため空家等の状況を把握していないなどの理

由により、自らの管理責任を全うしていない場合も考えられます。 

町では、空家等の適正管理が行われるよう対策を実施することとし、空家等の所有者等に対し、町

が実施する施策に協力を求めることとします。 

 

（３）対策及び措置 

①予防対策〔現況調査・意識啓発・定住及び利活用支援〕 

空家等は、放置された建物の老朽化や草木の繁茂が進むほど、除却等に要するコストが増大し、ま

た、放置年数が経つにつれて所有者等の把握も困難になります。空家等対策については、問題が深刻

化する前の早期対応が重要であり、空家等の調査を行い、事前に実態を把握するとともに、所有者や

町民ヘの意識啓発を目的とした情報提供や、利活用の支援に努めます。 

②実施対策〔改善の指導〕 

防災、衛生、景観などにおいて、周辺の生活環境に悪影響を生じさせるおそれのある空家について

は、所有者等に対して、改善の指導を講ずることで、管理不全空家等及び特定空家等にならないよう、

適切な管理を促進させます。 

③実施措置〔行政指導等・代執行〕 

空家等の調査の結果、管理不全空家等または特定空家等に該当するか否かの判断は、国土交通省が

定めた「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針

（ガイドライン）」（令和５年１２月１３日最終改正）を活用して行います。 

 

第４章 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進 
（１）情報提供等による適切な管理の促進 

所有者等に対して、空家等の管理手法に関する情報や法務・建築・不動産等に関する情報提供を行

い、広く意識啓発や個別の課題に応じることのできる体制の構築を図ります。 

（２）関係団体等と連携した適切な管理及び利活用の促進 

所有者等が抱える空家等の問題は多岐にわたることから、関係団体等と連携し、地域や所有者等に

対して適切な管理や利活用の意識啓発を行います。 

（３）地域での適切な管理及び利活用の促進 

地域全体で空家等に対応し、地域コミュニティ拠点としての利活用等を進めることができるような

支援を検討します。 

（４）空家データベースの構築 

適切に管理されていない空家等や、利活用可能な空家等の情報を、データベース化することにより、

適切な管理や利活用の促進を効率的に進めます。 

（５）吉賀町空家情報バンクの活用 

「吉賀町空家情報バンク」の活用を促進するため、制度のＰＲを積極的に行い、認知度の向上に努め

ます。 
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第５章 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置 
（１）管理不全空家等 

①指導（法第１３条第１項） 

管理不全空家等と判断された空家等の所有者等に対し、修繕、立木竹の伐採その他特定空家等に該

当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導を行います。 

②勧告（法第１３条第２項） 

指導をしてもなお管理不全空家等の状態が改善されないときは、当該管理不全空家等の所有者等に

対し、修繕、立木竹の伐採その他特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体

的な措置について勧告します。 

勧告を受けた管理不全空家等の敷地（土地）については、住宅用地に対する固定資産税の課税標準

の特例の適用対象から除外されます。 

 

（２）特定空家等 

①助言又は指導（法第２２条第 1項） 

特定空家等と判断された空家等の所有者に対し、除却、修繕、樹木の伐採、その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導を行います。 

②勧告（法第２２条第２項） 

助言又は指導してもなお特定空家等などの状態が改善されないときは、当該特定空家等の所有者等

に対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告します。 

勧告を受けた特定空家等の敷地（土地）については、住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例の適用対象から除外されます。 

③命令（法第２２条第３項～第８項） 

勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要

があると認めるときには、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとること

を命令します。 

④行政代執行（法第２３条第９項） 

命令を受けた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分ではないとき、または履行しても期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところにより、代執行を行います。 

⑤略式代執行（法第２２条第１０項） 

所有者の確認が不可能な場合、あらかじめ告示をしたうえで、特に必要があると認めるときには、

略式代執行を行います。 

⑥緊急代執行（法第２２条第１１項） 

災害その他非常の場合、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等緊急に除却、修繕、立木竹

の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときは、命令

等の手続きを経ずに緊急代執行を行います。 

 

第６章 空家等対策の実施体制 
（１）吉賀町空家等対策協議会 

①構成 

協議会の構成については、町長のほか、地域住民代表、学識経験者等 計 1３名以内 

②所掌事務 

・空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議 

・空家等の適正な管理及び利活用に関する事項についての協議 

・町長がその他空家等対策の執行に関し必要とする事項 
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（２）庁内組織体制及び役割 

組 織 所  属 役  割 

庁内組織 

総務課 
・空家等対策計画の策定、変更 

・協議会運営（協議会事務局） 

・空家等の現況調査 

・空家等の適切な管理の促進 

・措置及び対処の実施 

・空家等の相談窓口対応 

・空家等データベース管理 

・空家バンク、移住・定住対策 

・防犯対策、警察との連携 

・防災対策、災害対策 

・協議会及びその他関係機関との連絡、調整 

・空家等の所有者等調査に係る固定資産税台帳の情報提供など 

・生活環境やごみ処理に係ること 

・住宅等に関すること 

・空家に付属する農地の管理 

・その他の関連施策全般 

企画課 

税務住民課 

保健福祉課 

産業課 

（農業委員会） 

建設水道課 

 

第７章 住民等から空家等に関する相談への対応 
空家等に関する相談窓口を企画課内に設置し、庁内の関係部署及び協議会、関係機関等と連携、協

議相談し対応します。 

 

第８章 その他空家等の対策の実施に関し必要な事項 
（１）具体的な取組の検証及び計画の見直し等 
空家等が原因となる諸問題等への対応については、広く住民の声を伺うとともに、意見等を踏まえ

た計画策定が重要となります。そのため、空家等の状況変化に対応できるよう、必要に応じた計画内

容の見直しを行うよう努めるものとします。 
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第９章 資料編 

（１）吉賀町空家等対策協議会設置条例 

令和２年９月１８日 

吉賀町条例第３０号 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」とい

う。）第７条の規定に基づき、吉賀町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議、検討を行う。 

（１） 空家等対策計画（法第６条第１項に規定する空家等対策計画をいう。）の作成及び変更

並びに実施に関すること。 

（２） その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、１３名以内で、法第７条第２項に規定する構成員のうちから町長が委嘱する者

とする。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は説

明させ、若しくは資料の提出を求めることができる。 

５ 会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、その他やむを得ない理由のあるとき

は、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。 
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６ 第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、協議会の組織及び運営に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 報酬及び費用弁償については、別に定める。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、企画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（委員任期） 

２ この条例の施行の日以後、最初に任命される委員の任期は、第３条第２項の規定にかかわら

ず、令和５年３月３１日までとする。 

（吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正） 

３ 吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例（平成１７年吉賀町条例第３６号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和３年１２月１０日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年６月２０日条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

     


